
※1　被相続人の年齢により料金が違いますのでご注意下さい。
※2　追加1名当たり　10,000円割り増しとなります。
※3　相続財産の内容により基本料金が増減する場合があります。
　　　また、謄本等取得費は別途必要となります。
※4　1支店当たりの基本料金となります。預貯金額により変動する
　　　可能性も御座います。（1,000万円以上の場合）
※5　基本料金は下限額となります。必要旅費交通費等請求させて
　　　頂く場合が御座います。

※基本料金とは別に住民票や登記簿の交付代、郵便費用等を実費で必要となります。
※片道1時間以上の場所への出張は別途費用が発生します。

金融機関への預貯金等相続手続き代行※4
被相続人の預貯金や有価証券の相続手続きに必要な書類の作成、

添付書類の収集を代行します。
11,000円～

特別寄与額算定書の作成 33,000円～

財産調査費用　※3 55,000円～

遺言執行者への就任と遺言の執行※5
330,000円～

（相続財産の２％）

遺留分侵害額請求等の内容証明郵便の作成 33,000円～

特別受益額算定書の作成 33,000円～

相続人の調査（3人まで※2） 33,000円～

相続関係説明図作成費用（3人まで※2） 11,000円～

遺産分割協議書の作成（3人まで※2） 33,000円～

相続関連　料金表

サービス内容 基本料金（税込）

被相続人の戸籍調査　※1 22,000円～

50歳以下 ・・・22,000円
50歳～60歳・・・27,500円
60歳～70歳・・・33,000円
70歳～80歳・・・38,500円
80歳～90歳・・・44,000円
90歳以上 ・・・49,500円


